
9　 2026 －②－広報ながぬま 2026 －②－広報ながぬま  8

■
申
告
の
際
に
持
参
す
る
も
の

（
Ａ
・
Ｂ
共
通 

）

▼
本
人
確
認
書
類

・
例
１
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
　
　

・
例
２
　�

通
知
カ
ー
ド
と
運
転
免
許
証

な
ど
の
身
分
証
明
書

▼
給
与
・
年
金
の
源
泉
徴
収
票

▼�

個
人
年
金
や
満
期
保
険
金
な
ど
を
受

給
し
た
場
合
、
収
入
の
額
が
分
か
る

書
類

▼�

控
除
の
証
明
と
な
る
書
類

・
例
　�

生
命
・
地
震
・
国
民
年
金
な
ど

各
種
保
険
料
の
控
除
証
明
書
、

作
成
済
み
の
医
療
費
控
除
の
明

細
書
や
医
療
費
通
知
、
障
害
者

手
帳

▼�

還
付
金
振
込
口
座
が
わ
か
る
も
の

（
確
定
申
告
の
み
）

　
※�

必
ず
申
告
者
本
人
名
義
の
口
座
を

ご
用
意
く
だ
さ
い
。

令和７年分令和７年分 確定申告のお知らせ確定申告のお知らせ

まもなく令和７年分所得税の確定申告及び令和８年度（令和７年分）町・道民税の申告の受付けが始まります。まもなく令和７年分所得税の確定申告及び令和８年度（令和７年分）町・道民税の申告の受付けが始まります。

所得税の確定申告が必要です
　　→ 左ページをご覧ください

町・道民税の申告が必要です
　　→ 左ページをご覧ください ここに該当した方でも、給与や年金などから所得税

が源泉徴収されていて、還付を受ける場合には確定

申告が必要です。申告は不要です

まずは、フローチャートで申告の必要があるかどうかご確認ください。まずは、フローチャートで申告の必要があるかどうかご確認ください。

主に事業所得主に事業所得

や一時所得や一時所得

主に給与収入主に給与収入 主に年金収入（遺族年金・障害年金除く）主に年金収入（遺族年金・障害年金除く）

年金収入が400万円以下年金収入が400万円以下２か所以上から給与の支給がある２か所以上から給与の支給がある

給与以外の所得給与以外の所得

が20万円以下が20万円以下

源泉徴収票記載源泉徴収票記載

以外の控除がある以外の控除がある

所得金額が所得控除所得金額が所得控除

の合計額より大きいの合計額より大きい

年末調整されな年末調整されな

かった給与収入かった給与収入

額が20万円以下額が20万円以下

給与収入が給与収入が

2,000 万 円2,000 万 円

以下以下

年金の他に所得年金の他に所得

（給与を含む）がある（給与を含む）がある

給与の他に所得給与の他に所得

（年金を含む）がある（年金を含む）がある

年金以外の年金以外の

所得が20万所得が20万

円以下円以下

源泉徴収票源泉徴収票

記載以外の記載以外の

控除がある控除がある

Ａ

判
定
結
果

判
定
結
果

【
問
合
先
】

　
役
場
税
務
係
（
☎
76-

８
０
１
１
）

⑶ 

役
場
税
務
係
の

確
定
申
告
会
場
で
申
告

　
役
場
税
務
係
で
も
、
所
得
税
の
確
定

申
告
受
付
会
場
を
開
設
し
ま
す
。

　
役
場
の
申
告
会
場
で
は
、
一
部
の
申

告
を
承
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
ご
留

意
く
だ
さ
い
。

【
会
場
】
役
場 

３
階
会
議
室

【
日
程
】
２
月
16
日
㈪
～
３
月
16
日
㈪

【
時
間
】
９
時
～
16
時

※
12
時
～
13
時
も
受
付
け
で
き
ま
す
。

● �

役
場
の
申
告
会
場
で
は

お
受
け
で
き
な
い
申
告

＊�

次
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
岩
見
沢
税

務
署
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
青
色
申
告
決
算
書
ま
た
は
収
支
内
訳

書
を
作
成
し
て
い
な
い
事
業
所
得
及

び
不
動
産
所
得
の
申
告

・
土
地
、
建
物
、
株
式
な
ど
の
売
却
に

よ
る
譲
渡
所
得
、
先
物
取
引
に
係
る

雑
所
得
な
ど
の
分
離
課
税
さ
れ
る
所

得
を
含
む
申
告

・
初
め
て
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る

方
の
申
告
（
住
宅
改
修
、
増
改
築
を

含
む
）

・
山
林
所
得
、
利
子
所
得
、
配
当
所
得

の
申
告
（
非
上
場
株
式
の
配
当
所
得

の
み
受
付
け
で
き
ま
す
）

●
申
告
の
際
の
留
意
点

　
役
場
で
確
定
申
告
を
し
た
場
合
で

も
、
最
終
的
に
は
税
務
署
で
内
容
を
審

査
し
ま
す
。

　
申
告
内
容
に
誤
り
や
疑
義
が
あ
れ
ば
、

税
務
署
か
ら
直
接
申
告
者
本
人
へ
の
調

査
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
結
果
に
よ
っ
て
は
更
正
さ
れ
る
場
合

も
あ
り
、
そ
の
際
に
過
少
申
告
加
算
税

が
か
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

⑴ �

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用

　
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
で
は

自
宅
か
ら
簡
単
に
確
定
申
告
書
を
作
成

で
き
ま
す
。

　
作
成
し
た
確
定
申
告
書
は
、
印
刷
し
て

郵
送
に
よ
り
提
出
で
き
る
ほ
か
、「
ｅ
‐
Ｔ

Ａ
Ｘ
」
を
利
用
す
る
こ
と
で
パ
ソ
コ
ン
や

ス
マ
ホ
で
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

⑴
～
⑶
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で

ご
申
告
く
だ
さ
い
。

⑵ ��

岩
見
沢
税
務
署
の
申
告
・

相
談
会
場
で
申
告

　
岩
見
沢
税
務
署
で
は
、
２
月
16
日
㈪

か
ら
令
和
７
年
分
所
得
税
に
係
る
確
定

申
告
の
受
付
・
相
談
を
行
い
ま
す
。

【
会
場
】
岩
見
沢
税
務
署

（
岩
見
沢
市
２
条
東
４
丁
目
５
番
地
１
）

【
日
程
】
２
月
16
日
㈪
～
３
月
16
日
㈪

【
時
間
】
９
時
～
16
時

※�

申
告
会
場
へ
の
入
場
は
、
入
場
整
理

券
が
必
要
で
す
。
入
場
整
理
券
は
次

の
①
②
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
取
得

で
き
ま
す
。

①
当
日
、
税
務
署
で
取
得
す
る

②�

国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
の

メ
ニ
ュ
ー
「
相
談
を
申
し
込
む
」
か
ら
来

場
希
望
日
な
ど
を
選
択
し
て
取
得
す
る

【
問
合
先
】
岩
見
沢
税
務
署

（
☎
０
１
２
６-

22-

０
８
１
０
）

・
確
定
申
告
書
等

・
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー

作
成
コ
ー
ナ
ー

・
動
画
で
見
る

・
動
画
で
見
る確

定
申
告

確
定
申
告

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Ｂ Ｃ

はい

いいえ
令和７年中に収入がありましたか？令和７年中に収入がありましたか？

START!

いいえいいえ

いいえいいえ

いいえいいえ いいえいいえいいえいいえ

いいえいいえ

いいえいいえ

いいえいいえ

いいえいいえ

いいえいいえ

いいえいいえ

はい

はい

はいはい

はい

はい

はい

はいはい

はい

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
方

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
方

Ａ

　
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
で
町
・
道
民
税
の

　
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
で
町
・
道
民
税
の

申
告
が
必
要
と
な
っ
た
方
は
、
役
場
で

申
告
が
必
要
と
な
っ
た
方
は
、
役
場
で

令
和
７
年
中
の
収
入
状
況
を
ご
申
告
く

令
和
７
年
中
の
収
入
状
況
を
ご
申
告
く

だ
さ
い
。

だ
さ
い
。

　
ご
申
告
は
役
場
税
務
係
の
確
定
申
告

　
ご
申
告
は
役
場
税
務
係
の
確
定
申
告

会
場
に
て
承
り
ま
す
の
で
、
上
記

会
場
に
て
承
り
ま
す
の
で
、
上
記
⑶⑶
のの

日
程
な
ど
を
ご
参
照
の
う
え
、
来
庁
し

日
程
な
ど
を
ご
参
照
の
う
え
、
来
庁
し

て
く
だ
さ
い
。

て
く
だ
さ
い
。

町
・
道
民
税
の

町
・
道
民
税
の

申
告
が
必
要
な
方

申
告
が
必
要
な
方

Ｂ

Ａ Ａ ＡＢ Ｂ ＢＣ

Ａ

Ｂ

Ｃ

はい




